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　開会 事務局長 　それでは、令和８年第１回深谷市農業委員会総会を開会いたしま
す。

　委員の出欠席報告 事務局長 　はじめに、本日の委員の出欠状況をご報告いたします。
　農業委員２４名中、２１名の出席となっておりますので、農業委員会
等に関する法律第２７条第３項の規定により、総会が成立しておりま
すことをご報告いたします。また、農地利用最適化推進委員は、１６
名中１５名の出席となっておりますことを併せてご報告いたします。

　議長の選出 事務局長 　次に議長の選出を行います。
　 　深谷市農業委員会総会会議規則第３条に、会長が議長となる旨、

規定されておりますので、ここからは福島会長にお願いいたします。

　議事録署名人の指名 議　長 　それでは、議長を務めさせていただきます。
　本日は大変お忙しい中ご出席をいただきまして誠にありがとうござ
います。
　まず最初に、議事録署名委員の指名を行います。議席番号１８番 
須藤　一男委員、議席番号１９番蛭川　一郎委員、以上２名を指名
いたします。よろしくお願いいたします。

　報告事項について 議　長 　それでは総会日程にしたがいまして、順次進めさせていただきま
す。

　 　最初に、報告第１号、及び、報告第３号から５号については、「深
谷市農業委員会事務専決規程」により、専決処分を行っていること
から、事務局からの説明については省略させていただきます。
　なお、議案書の１５ページ、報告第２号の「農地法第３条の３第１項
の規定による届出に対する専決処分について」は、一部斡旋の希
望があるため、事務局からの説明を求めます。

事務局 　はい、それでは、報告第２号「農地法第３条の３、第１項の規定に
よる届出に対する専決処分について」ご説明いたします。

　【報告第２号について概要を説明】

事務局 　説明につきましては以上でございます。

議　長 　只今、事務局より斡旋に関する説明がありましたが、何か質疑等ご
ざいますか。

　（質疑なし）

議　長 　質疑が無いようであれば、この斡旋に対する案件につきましては、
地元の農業委員、農地利用最適化推進委員におかれましてはお借
りしていただける方をご存じでしたら事務局までお知らせ願います。

　議案第１号 議　長 　次に、議案書の３９ページ、議案第１号「農地法第３条の規定によ
　「農地法第３条の規定に る許可申請について」を議題とします。
よる許可申請について」 　事務局より説明を求めます。
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会　　　議　　　件　　　名 て　　　　　　　ん　　　　　　　末

事務局 　はい、それでは、議案書３９ページ、議案第１号「農地法第３条の
規定による許可申請について」事務局よりご説明いたします。

　【議案第１号について概要を説明】

事務局 　「農地法第３条の規定による許可申請について｣の説明は以上で
す。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議　長 　次に、整理番号の５番から７番、及び８番につきましては、新規就
農に関する案件となりますので、委員からの意見を伺います。
　最初に、整理番号５番から７番について、田村 惠司委員お願いし
ます。

田村委員 　整理番号５番から７番の譲受人の新規就農について、報告いたし
ます。
　１月１６日に、私及び新井委員、久保推進委員、農業振興課職員
及び農業委員会事務局職員でヒアリングを行いました。
　譲受人は、花園の飯島農園でいちご栽培について研修を受けて
おり、間もなく２年が過ぎるところです。このたび、独立していちご栽
培を行いたいことから、農地の取得に至りました。ハウスの建設に多
額の費用が発生しますが、政策金融公庫を利用する予定で、めど
が立っているとのことです。また、飯島農園の支援により、資材が安
く手に入りそうだとのことです。独立後も飯島農園から支援を受ける
とができる環境で、今後は苗作りも会得して、支出を抑える努力をし
たいとのことです。また、申請地のすぐ近くで申請者の父親が農業を
営んでおり、必要な農機具類や人手は、当面はそこから借りる予定
とのことです。
　申請者は２５歳とまだ若く、研修先などから支援を受けられる状況
であり、ハウス建設の費用のめども立っていることから、農地の取得
について特段問題はないものと考えます。以上です。

議　長 　田村委員、ありがとうございました。
　続いて整理番号８番について、吉野 勝男委員お願いいたします。

吉野委員 　整理番号８番の譲受人の新規就農について、報告いたします。
　１月１９日に、私及び馬場委員、富田委員、農業振興課職員及び
農業委員会事務局職員でヒアリングを行いました。
　譲受人は、群馬県太田市で建設業を営んでいますが、農家の減少
による食糧自給率の低下等を心配し、家族ぐるみで農業への進出を
考えるようになったとのことです。譲受人は、深谷市内で土地改良
事業に長く携わっていたことから、市内にたくさんの農家の知り合い
がおり、相対で農地を借りて耕作したり、農作業の手伝いをしながら
１０年ほど耕作を行っているとのことです。今回取得する農地は砂利
が多い地区になりますが、土地改良を行っていた経験から、取得後
は作物に適した農地へ改良することも考えているとのことです。
　申請者は８２歳と高齢ですが、子供たちも農業へ意欲的で、トラク
ターなどの農業機械も一通りそろっており、相談に乗ってもらえるベ
テラン農家の知り合いも多いことから、農地の取得について特段問
題ないものと考えます。以上です。

議　長 　吉野委員、ありがとうございました。
　それでは、本議案について、一括して審議いたします。
　この件に関し、質疑はございますか。
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会　　　議　　　件　　　名 て　　　　　　　ん　　　　　　　末
　
　（質疑なし）

議　長 　質疑が無いようですので、これにて質疑を終結し、採決いたします。
本件について、原案のとおり決することに異議のない方の挙手を求
めます。

　（採決）

議　長 　挙手多数と認め、本件については、原案のとおり決することといたし
ます。

　議案第２号 議　長 　次に、議案書の４５ページ、議案第２号「農地法第４条第１項の規
　「農地法第４条第１項の 定による許可申請承認について」を議題とします。
規定による許可申請承認 　事務局より説明を求めます。
について」

事務局 　事務局よりご説明させていただきます。
　議案書４５ページ及び別添の総会議案資料の３ページを併せてご
確認下さい。
　議案第２号「農地法第４条第１項の規定による許可申請承認につ
いて」であります。

　【議案第２号について概要を説明】

事務局 　農地法第４条の許可申請承認につきましては以上１件です。
　ご審議のほど、お願い申し上げます。

議　長 　それでは、本議案について審議いたします。
　この件に関し、質疑はございますか。
　
　（質疑なし）

議　長 　質疑が無いようですので、これにて質疑を終結し、採決いたします。
本件について、原案のとおり決することに異議のない方の挙手を求
めます。

　（採決）

議　長 　挙手多数と認め、本件については、原案のとおり決することといた
します。

　議案第３号 議　長 　次に、議案書の４７ページ、議案第３号「農地法第５条第１項の規
　「農地法第５条第１項の 定による許可申請承認について」を議題とします。
規定による許可申請承認 　事務局より説明を求めます。
について」

事務局 　事務局よりご説明申し上げます。
　議案書４７ページ及び別添総会議案資料５ページと併せてご確認
ください。

　【議案第３号について概要を説明】

事務局 　農地法第５条第１項の規定による許可申請承認につきましては以
上７件です。
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会　　　議　　　件　　　名 て　　　　　　　ん　　　　　　　末

　ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議　長 　それでは、本議案について審議いたします。
　この件に関し、質疑はございますか。

　（質疑なし）

議　長 　質疑がないようですので、これにて質疑を終結し、採決いたします。
本件について、原案のとおり決することに異議のない方の挙手を求
めます。

　（採決）

議　長 　挙手多数と認め、本件については、原案のとおり決することといた
します。

　議案第４号 議　長 　次に、議案書の５１ページ、議案第４号「農用地利用集積等促進
　「農用地利用集積等 計画（案）に対する意見について」を議題とします。農業振興課より
促進計画（案）に対する 説明を求めます。
意見について」

農業振興課 　議案書５１から６１ページ、議案第４号「農用地利用集積等促進計
画（案）に対する意見について」農業振興課より説明させていただき
ます。

　【議案第４号について概要を説明】

農業振興課 　以上、説明とさせていただきます。
　ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議　長 　次に、番号の２１番から２２番、及び、５４番から５７番につきましては
新規就農に関する案件となりますので、委員より意見を伺います。
　最初に、番号２１番から２２番について、粂原 健治委員お願いしま
す。

粂原委員 　番号２１番から２２番の借受人の新規就農について、報告いたしま
す。
　１月１５日に、私と堀口推進委員、農業振興課職員、農業委員会事
務局職員でヒアリングを行いました。
　借受人は、今までは仲間の支援を受け農業を行っていたが、４月
から人見地区で自立し、本格的に営農する方です。
　労働力は、現在は本人のみですが、将来的には従業員の雇用、
法人化を目標にしているとのことです。
　作物構成はねぎです。現在作付している農地をそのまま借受け、
今後は遊休農地の活用の視野に、農地拡大予定とのことです。種
苗については、コイケヤさんにお願いしており、ねぎについての助
言、相談については今後も見込めるとのことです。
　基本装備については、トラクター、管理機、トラックが揃っています
が、新しい農業機械購入を検討しています。
　販路については、全農出荷場にすでに出荷しています。作付け、
作目の拡大にともない、市場出荷なども計画しています。
　以上のことから、仕入先等から継続し助言等の支援が受けられる
ことから、就農については特段問題ないものと考えます。
　報告は以上となります。
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会　　　議　　　件　　　名 て　　　　　　　ん　　　　　　　末

議　長 　粂原委員、ありがとうございました。
　続いて、番号５４番から５７番について、笹井　孝委員お願いいたし
ます。

笹井委員 　番号５４番から５７番の借受人の新規就農について、報告いたしま
す。
　１月１４日に、私と馬場農業委員、富田農業委員、農業振興課職員、
農業委員会事務局職員でヒアリングを行いました。
　借受人は、農業法人退職後、「明日の農業担い手育成塾はなぞの
校２年コース」に入塾し、指導農家から実践的な農業を学び、今年度
末卒塾し、４月から新規就農の予定です。卒塾後も関係者からの継
続支援が見込めるとのことです。
　労働力は現在は本人のみですが、将来的には作付けの拡大に伴
い、従業員の雇用も考えています。
　作物構成は、ねぎ、とうもろこし、ブロッコリーです。育成塾で作付
していた農地で継続し、栽培を行っていきます。
　基本装備は、現在はトラック１台ですが、卒塾後３年間は塾の農機
具を借りることができ、徐々に農業機械等をそろえていくとのことで
す。
　販路は主に直売所で、今後は市場出荷も考えています。
　以上のことから担い手育成塾で実践農業を学んでおり、今後も花
園農協や指導農家から技術指導の支援を受けられることから、就農
については、特段問題ないものと考えます。
　報告は以上となります。

　 議　長 　笹井委員、ありがとうございました。
　それでは本議案の審議に移りますが、番号の４８番から５０番につ
きましては○○委員に関する案件となりますので、一時退出を求め
ます。

　（○○委員、退出）

議　長 　それでは、最初に４８番から５０番について審議いたします。この件
に関し、質疑はございますか。

　（質疑なし）

議　長 　質疑が無いようですので、これにて質疑を終結し、採決いたします。
本件について、原案のとおり決することに異議のない方の挙手を求
めます。

　（採決）

議　長 　挙手多数と認め、本件については、原案のとおり決することといた
します。
　○○委員、入室してください。

　（○○委員、入室）

議　長 　それでは次に、それ以外の案件について、一括して審議いたしま
す。この件に関し、質疑はございますか。

　（質疑なし）
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会　　　議　　　件　　　名 て　　　　　　　ん　　　　　　　末

議　長 　質疑が無いようですので、これにて質疑を終結し、採決いたします。
本件について、原案のとおり決することに異議のない方の挙手を求
めます。

　（採決）

議　長 　挙手多数と認め、本件については、原案のとおり決することといた
します。

　議案第５号 議　長 　次に、議案書の６３ページ、議案第５号「農業振興地域整備計画
　「農業振興地域整備計画 （農用地利用計画）の変更及び地域の農業の振興に関する地方公
（農用地利用計画）の変更 共団体の計画の変更に係る意見について」を議題とします。
及び地域の農業の振興に 　農業振興課より説明を求めます。
関する地方公共団体の計画
の変更に係る意見について」 農業振興課 　それでは、議案第５号「農業振興地域整備計画（農用地利用計画）

の変更及び地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画の変
更に係る意見について」を、農業振興課よりご説明させていただき
ます。
　議案書の６３ページ以降及び、別添の参考資料の位置図をご覧く
ださい。

　【議案第５号について概要を説明】

農業振興課 　以上、議案第５号の説明となります。農用地利用計画の変更も、
２７号計画の変更も、農業委員会の意見を聴くこととされているため、
本議案を提出するものであります。ご審議の程宜しくお願い致しま
す。

議　長 　それでは、本議案について審議いたします。
　この件に関し、質疑はございますか。

　（質疑なし）

議　長 　質疑がないようですので、これにて質疑を終結し、採決いたします。
本件について、原案のとおり決することに異議のない方の挙手を求
めます。

　（採決）

議　長 　挙手多数と認め、本件については、原案のとおり決することといた
します。
　以上をもちまして、本委員会に上程されました議案に関する審議
は全て終了いたしました。これにて、議長の職を解かせていただき
ます。ご協力ありがとうございました。

　閉会 事務局長 　以上をもちまして、令和８年第１回深谷市農業委員会総会を閉会
いたします。
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　上記、会議のてん末を記載し、相違ないことを記するため、ここに署名する。

令和８年１月２９日

議　　長 福島　明

署名委員 須藤　一男

署名委員 蛭川　一郎


